
第５３６回 海 務 協 議 会 
 

 
（１）日時：平成２８年１月１４日（木）１３：３０～ 

 

（２）場所：第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

 

（３）議題：  

 

 

１．「年末特別警戒（12/2～11）」への協力に対する御礼について及び         

「テロ対応訓練の実施（11/18）」について 

監視部：立原 特別監視官 

監視部：吾住 次長（摘発事例説明） 

 

２．「平成 26 事務年度における関税等脱税事件に係る犯則調査の結果」について 

監視部：木村 統括監視官 

 

３．「マイナンバー制度開始」に伴う税関への提出書類に関する注意喚起について 

監視部：佐々木 統括監視官 

 

４．税関庁舎停電に伴う NACCS 利用不可について  

監視部：佐々木 統括監視官 

 

（４）その他・質疑応答 

 

 

 
開催予定日  平成２８年 ３月 １０日（木） 開催予定 

 

開 催 場 所  第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

 

当協会に関するご質問、議題等提起がございましたら、 

お気軽に事務局宛にご連絡下さい。 

 

公益財団法人 日本関税協会横浜支部 

ＴＥＬ０４５－６８０－１７５７ 

ＦＡＸ０４５－６８０－１７５８ 

Ｅ－ｍａｉｌ bra_yokohama@kanzei.or.jp 

 

 

http://www.yokohama-customs.go.jp （横浜税関） 

http://www.kanzei.or.jp   （日本関税協会） 

http://www.kanzei.or.jp/yokohama/ （日本関税協会横浜支部） 











犯則調査トピックス 
 

 
 

● 金地金の密輸事件は、処分件数が 177 件(前年度比 22倍)、脱税額が約２億４千万円※(前年度

比８倍)と、いずれも過去最高を記録しました。 

※金地金の課税価格の総額は約 30億円。 

● 金地金の密輸事件は、すべて航空機旅客によるものでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港

110件韓国

22件

その他

45件

177件

【別添２】

金 地 金 の 密 輸 事 件 が 過 去 最 高 を 記 録 

【金地金密輸事件の処分件数と脱税額の推移（平成 17～26事務年度）】 

【密輸仕出地別処分件数（平成 26事務年度）】 【隠匿手口別処分件数（平成 26事務年度）】 

マレーシア 11 件 
タイ  9 件 
マカオ 9 件 
中国  6 件 

 等 

隠匿手口密輸仕出地 

隠匿事例 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

脱税額 244 312 338 1,681 21,329 966 1,842 2,656 3,089 23,679

処分件数 3 5 4 5 25 7 17 7 8 177
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脱税額 処分件数

土産品等に

隠匿したもの

70件 177件

旅行鞄を工作して

隠匿したもの

8件

体に巻きつける等して

隠匿したもの

99件

工作したベストを着用して隠匿

ノートパソコン内部に隠匿 皮膚に模したシリコンで覆った腹部に隠匿 



 

 

 

 

３．「マイナンバー制度開始」に伴う税関への提出書類に関する注意喚起について 

 

 

 

 関税法第 24 条第 2項（船舶又は航空機と陸地との交通等）及び関税法施行令第 22 条の 2第 2項

（貨物の授受を目的とする船陸間交通等の許可の一括申請）の規定に基づく「交通許可の一括申請

（いわゆる包括パス）」に係る手続きにおいて、関税法基本通達 24-5（貨物の授受を目的とする交

通の許可の手続き）に基づき「住民票の写し」の提出を求める場合があります（実務上では、新た

に許可を受ける場合及び住所変更があった場合に提出をお願いしております）。 

 

 平成 27年 10 月 5 日より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（いわゆるマイナンバー法）」が施行され個人番号（マイナンバー）の利用が開始されました

が、マイナンバー法においては、税関にて個人番号が記載された確認書類（前記「住民票」）につ

いては受理できない取扱いとなっております。 

 

 包括パスの手続きの際に住民票を提出される場合には、個人番号が記載されていないものを取得

いただくか、個人番号が復元できないようマスキング処理の実施をお願いいたします。 

 

詳細につきましては、別紙「税関ホームページ掲載資料（お知らせ）」をご確認願います。 

 注）別紙資料（お知らせ）につきましては、「税関輸出入者コード」の申請に係るお知らせとなっておりますので、記

載の連絡先にはお問い合わせすることのないよう、お願いいたします。 

 

 

 

＜参考：横浜市市民局ＨＰより＞ 

 ◎社会保障・税番号のよくある質問（平成 27年 12 月 18 日現在） 

  Ｑ：個人番号（マイナンバー）は住民票に記載されますか？ 

  Ａ：個人番号（マイナンバー）は、住民基本台帳の記載項目となり、住民票の写し等の証明書

にも記載されます。その取扱いは「住民票コード」と同様になる予定です。 
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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

（以下「番号法」）の施行に伴い、個人番号の利用が開始されましたが、番号法

においては、税関にて個人番号が記載された対査確認書類については受理でき

ない取扱いとなっております。 

 

税関輸出入者コードの新規（変更）申請時においては、対査確認（本人確認）

書類として「住民票」（個人事業者名（屋号等）で申請する場合は「個人事業の

開廃業届(写)」、「所得税の青色申告承認申請書(写)」等）を提出いただいてい

るところですが、当該対査確認書類については、個人番号が記載されていない

ものを取得いただくか、個人番号が復元できないようマスキング処理の実施を

お願い申し上げます。 

 

なお、個人番号が記載された対査確認書類が提出された場合については、以下

のように対応させていただきます。 

 

１．税関に持参した場合 

①ご本人の承諾をいただいた上で、個人番号が復元できないように税関に 

てマスキング処理を行った上で受理いたします。 
    

または、 
 

②ご本人の承諾がいただけない場合は、書類を返却いたしますので、お手数

ですが、再度対査確認書類の取得をお願いいたします。 

 

２．税関に郵送した場合 

まず、税関発給コード担当からご本人にご連絡を差し上げます。 

①ご本人の承諾をいただいた上で、個人番号が復元できないように税関に 

てマスキング処理を行った上で受理いたします。 
    

または、 
 

②ご本人の承諾がいただけない場合は、書類を返却いたしますので、お手数

ですが、再度対査確認書類の取得をお願いいたします。 

  

なお、ご本人と連絡が取れない場合については、税関にて個人番号が復元できな

いよう個人番号の箇所にマスキング処理を行った上で受理いたします。 

 

 

対査確認書類に関するお問合せ・ご相談は以下の連絡先までお願いいたします。なお、

電子メールでの問合せ等は受け付けておりませんのでご留意ください。 

 

東京税関 税関発給コード担当       

TEL 03-6204-0205             

（受付：9:00～12:00 及び 13:00～17:00、土日・休日を除く） 



４．税関庁舎停電に伴う NACCS 利用不可について 

 

 

  1 月 17 日（日）に停電を伴う電気設備点検を行う予定であり、これにより、 

 

当日の 8：30～13：30 の間 

 

 横浜税関監視部取締部門（官署コード：2A）に対する NACCS 業務ができません。 

 

 大変ご迷惑をお掛けしますが、上記時間帯においては、マニュアル（窓口）での手続きをお願

いいたします。 

 

 

 

 

（参考：「NACCS 掲示板」より） 
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